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参議院比例代表選挙における選挙  
運動用自動車及び選挙運動用文書  
図画の作成の公営制度について  

 

 参議院比例代表選出議員の選挙では、名簿を届け出た政党等のほか、候補者（特

定枠以外の名簿登載者）が選挙運動を行うことができます。 

 比例代表選挙の候補者が行う選挙運動のうち、選挙運動用自動車の使用、通常

葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、自動車等の立

札及び看板の類の作成及びポスターの作成については、当選人となった者が登載

されている名簿を届け出た政党等の候補者で、一定の当選人となるべき順位にあ

るものに対して、一定の限度額の範囲内で公費によって負担されます。 

  以下、これら６種類の選挙公営の内容について 

  第１ 制度の概要 

  第２ 支払金額の範囲 

  第３ 経費の支払を受けるための諸手続 

の３点に分けて説明します。 

 

 

第１ 制度の概要 

 

 １ 公営制度が適用される候補者の範囲    

   通常葉書の郵送料や特殊乗車券又は特殊航空券の交付とは違って、選挙運

動用自動車の使用等の公営制度が適用される候補者の範囲は限定されていま

す。 

   公費負担されるのは、当選人となるべき順位が、その候補者を届け出た政

党等の当選人の数の２倍までにある候補者に限ります。当選人となるべき順

位は、特定枠名簿登載者がなければ候補者個人名の記載された投票が最も多

い者から順次定まります。例えばＡ政党の比例代表選挙における当選人が３

人である場合、当選人となるべき順位が６位（３人×２＝６）まで、すなわ

ち個人名の記載された投票が多い順に６人の候補者について公営制度が適用

されます。また、この場合に特定枠名簿登載者が２人いる時は、当選人とな

るべき順位が６位まで、特定枠名簿登載者２人に特定枠以外の名簿登載者４

人、すなわち個人名の記載された投票が多い順に特定枠以外の名簿登載者４

人の候補者について公営制度が適用されます。 

     

 ２ 業者に対する支払者 

      公営関係の経費は、国が業者等に直接支払います。 
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  ３ 自動車の台数、通常葉書等の枚数の範囲 

 （１）選挙運動用自動車の台数（公選法第１４１条第１項第２号） 

        候補者１人につき ２台 

  （２）通常葉書の作成枚数（公選法第１４２条第１項第１号の２） 

        候補者１人につき １５万枚 

  （３）ビラの種類及び作成枚数（公選法第１４２条第１項第１号の２） 

        候補者１人につき 中央選挙管理会に届け出た２種類以内のビラ計２５

万枚 

  （４）選挙事務所用の立札及び看板の類の作成数（公選法第１４３条第７項） 

        候補者１人につき ３ 

        ※選挙事務所は、候補者１人につき１か所設置できる（公選法第１３１

条第１項第３号）。 

  （５）自動車等取付の立札及び看板の類の作成数（公選令第１１０条の３） 

        候補者１人につき ８ 

  （６）ポスターの作成枚数（公選法第１４４条第１項第２号の２） 

        候補者１人につき ７万枚 

 

  ４ 業者の範囲 

      候補者と有償契約を締結した業者等は、当該候補者に係る当選人となるべ

き順位が、その候補者を届け出た政党等の当選人の数の２倍までにある場合

に、一定の手続に基づいて、国から以下に述べる金額の範囲内で契約代金の

支払が受けられます。ただし、例外的に選挙運動用自動車について、次の者

は支払を受けられません。 

    ＜支払を受けられない者＞ 

     候補者と生計を一にする親族が候補者との間で次の契約をした場合には、

国から経費の支払を受けられません。ただし、これらの業務を自己の業とし

ている場合には、支払を受けられます。 

・自動車の借入契約（車だけの借入であって、ハイヤー契約ではない場合） 

・自動車の燃料供給契約 

  ・自動車の運転手の雇用契約 

 

第２ 支払金額の範囲 

 契約業者が支払を受けられる金額については、その計算方法が定められて

おり、その金額を限度として支払が受けられます。契約内容によっては、こ

の限度額を上回る金額で契約をしている場合もあり得ますが、その上回る金

額については、国からではなく、候補者から支払を受けることになります。

したがって、契約の際には業者等と候補者との間で限度額を上回る金額の支

払等について十分協議をしておくことが大切です。 
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 １ 選挙運動用自動車の使用の場合 

      選挙運動用自動車の使用は、次の（１）一般運送契約によるか、（２）の

（ア）、（イ）、（ウ）の個別契約によるか、いずれかの方式になります。

 １台の選挙運動用自動車について、同一の日にこれらの２方式の契約をし

た場合には、候補者はいずれか１つの方式を指定しなければなりません。 

 

 （１）一般運送契約の場合  

       道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経

営する者との運送契約（いわゆるハイヤー方式）が該当します。この契

約の場合の支払金額の計算は、 

     ①自動車１台について選挙運動用自動車として使用された各１日について

契約により支払うべき金額 

     ②１日当たり ６４，５００円 

      のうち、いずれか小さい方の金額に使用日数を乗じた額となります。 

       （①又は②のうち小さい金額）×使用された日数…１台当たりの金額 

    （注）１ 使用された日数は、立候補の届出の日から選挙期日の前日までの

日数の範囲内で、実際の使用日数によることになります。 

          ２  選挙運動用自動車の台数は２台です。例えば、午前と午後で別の

車に乗り換える等の事情により、同一の日に３台以上の自動車を使

用した場合には、候補者はそのうち２台を指定しなければなりませ

ん。当該指定された自動車のみが公営の対象となります。 

 

 （２）一般運送契約以外の契約の場合 

       この方式は、（１）で説明した一般運送契約（いわゆるハイヤー方式）

によらないで、自動車の借入、燃料の供給、運転手の雇用について、個

別に有償契約を締結する方式です。それぞれ次の算式によって計算した

金額が支払われます。 

    なお、第１の４で説明したように、候補者と生計を一にする親族との間

で契約した場合には、これらの親族が自動車の賃貸、燃料販売又は自動

車運転を業として行っている場合を除いて、経費の支払を受けられませ

んので注意してください。 

  （ア）自動車の借入契約 

     ①自動車１台について選挙運動用自動車として使用された各１日について

契約により支払うべき金額 

     ②１日当たり １６，１００円 

       のうち、いずれか小さい方の金額に使用日数を乗じた額となります。 

       （①又は②のうち小さい金額）×使用された日数…１台当たりの金額 

    （注）前記（１）の（注）１及び２を参照のこと。 
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   （イ）自動車の燃料供給契約 

        選挙運動用自動車ごとに、契約により供給した燃料の代金について、中

央選挙管理会が確認したものに限り、支払を受けられます。この確認に

は限度額があり、燃料代金の累計額が次の金額の範囲内に限られます。 

        ７，７００円×立候補届出の日から選挙の期日の前日までの日数 

  （注）燃料の供給を受ける契約をした選挙運動用自動車（契約届出書等に記

載される自動車ナンバーの自動車）に供給した燃料の代金に限り対象と

なります。 

  （ウ）自動車の運転手の雇用契約 

      ①自動車の運転手１人について運転業務に従事した各１日につき、契約に

より支払うべき金額 

     ②１日当たり １２，５００円 

       のうち、いずれか小さい方の金額に従事日数を乗じた額となります。 

       （①又は②のうち小さい金額）×運転業務に従事した日数…１人当たり

の金額 

    （注）１ 運転業務に従事した日数は、立候補の届出の日から選挙期日の前

日までの日数の範囲内で、実際に従事した日数によることになりま

す。 

          ２  選挙運動用自動車の台数は２台であるため、同一の日に３人以上

の運転手を雇用した場合には、候補者はそのうち２人の運転手を指

定しなければなりません。その指定した運転手に限り対象となりま

す。 

 

 ２ 通常葉書の作成の場合 

      次の計算式によります。 

        契約による通常葉書１枚当たりの作成単価 ×  作成枚数 

 

      ただし、作成単価及び作成枚数については、次の範囲内のものに限られ、

それを超えるものは対象外となり、支払を受けることはできません（このよ

うな場合には業者は候補者からその超える部分の支払を受けることになりま

す。）。 

 （１）通常葉書１枚の作成単価の限度 

   （ア）作成枚数が３万５千枚以下の場合 １枚について８円６２銭 

   （イ）作成枚数が３万５千枚を超える場合 

         １枚について次の計算式による金額（１銭未満の端数は１銭とする。） 

             301,700円＋7円46銭 ×（作成枚数－35,000枚）  

 

                     作 成 枚 数                 
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        契約による１枚当たりの作成単価が、上記の限度額（（ア）又は（イ））

を超える場合には、（ア）又は（イ）の額で計算することになります。 

 

 （２）作成枚数の限度及びその確認 

       法定の枚数（第１の３の（２）参照）の範囲内であることについて、中

央選挙管理会が確認をしたものに限られます。確認をしていないものや

確認の枚数を超えるものは、対象外となります。 

       この枚数の確認手続は、候補者が行いますから、業者は、候補者からそ

の確認書を受け取った後で、国に支払請求を行うこととなります（後掲

第３の４参照）。 

 

 ３ ビラの作成の場合 

      次の計算式によります。 

        契約によるビラ１枚当たりの作成単価 ×  作成枚数 

 

      ただし、作成単価及び作成枚数については、次の範囲内のものに限られ、

それを超えるものは対象外となり、支払を受けることはできません（このよ

うな場合には、業者は候補者からその超える部分の支払を受けることになり

ます。）。 

 （１）ビラ１枚の作成単価の限度 

   （ア）作成枚数が５万枚以下の場合 １枚について８円３８銭 

   （イ）作成枚数が５万枚を超える場合 

         １枚について次の計算式による金額（１銭未満の端数は１銭とする。） 

 

             419,000円＋5円62銭 ×（作成枚数－50,000枚）  

 

                     作 成 枚 数                 

 

        契約による１枚当たりの作成単価が、上記の限度額（（ア）又は（イ））

を超える場合には、（ア）又は（イ）の額で計算することになります。 

 

 （２）作成枚数の限度及びその確認 

       法定の枚数（第１の３の（３）参照）の範囲内であることについて、中

央選挙管理会が確認をしたものに限られます。確認をしていないものや

確認の枚数を超えるものは、対象外となります。 

       この枚数の確認手続は、候補者が行いますから、業者は、候補者からそ

の確認書を受け取った後で、国に支払請求を行うこととなります（後掲

第３の４参照）。 
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 ４ 選挙事務所用の立札及び看板の類の作成の場合 

      次の計算式によります。 

        契約による立札及び看板の類１の作成単価 ×  作成数 

 

      ただし、作成単価及び作成数については、次の範囲内のものに限られ、そ

れを超えるものは対象外となり、支払を受けることはできません（このよう

な場合には、業者は候補者からその超える部分の支払を受けることになりま

す。）。 

 （１）立札及び看板の類１の作成単価の限度  ６１，３７９円 

 

 （２）作成数の限度及びその確認 

       法定の数（第１の３の（４）参照）の範囲内であることについて、中央

選挙管理会が確認をしたものに限られます。確認をしていないものや確

認の数を超えるものは、対象外となります。 

       この数の確認手続は、候補者が行いますから、業者は、候補者からその

確認書を受け取った後で、国に支払請求を行うこととなります（後掲第

３の４参照）。 

 

 ５ 自動車等取付用の立札及び看板の類の作成の場合 

     次の計算式によります。 

        契約による立札及び看板の類１の作成単価 ×  作成数 

 

      ただし、作成単価及び作成数については、次の範囲内のものに限られ、そ

れを超えるものは対象外となり、支払を受けることはできません（このよう

な場合には、業者は候補者からその超える部分の支払を受けることになりま

す。）。 

 （１）立札及び看板の類１の作成単価の限度  ５８，１１４円   

   

 （２）作成数の限度及びその確認 

       法定の数（第１の３の（５）参照）の範囲内であることについて、中央

選挙管理会が確認をしたものに限られます。確認をしていないものや確

認の数を超えるものは、対象外となります。 

       この数の確認手続は、候補者が行いますから、業者は、候補者からその

確認書を受け取った後で、国に支払請求を行うこととなります（後掲第

３の４参照）。 
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 ６ ポスターの作成の場合 

      次の計算式によります。 

        契約によるポスター１枚当たりの作成単価 ×  作成枚数 
 

      ただし、作成単価及び作成枚数については、次の範囲内のものに限られ、

それを超えるものは対象外となり、支払を受けることはできません（このよ

うな場合には、業者は候補者からその超える部分の支払を受けることになり

ます。）。 

 （１）ポスター１枚の作成単価の限度  ４０円 
 

 （２）作成枚数の限度及びその確認 

       法定の枚数（第１の３の（６）参照）の範囲内であることについて、中

央選挙管理会が確認をしたものに限られます。確認をしていないものや

確認の枚数を超えるものは、対象外となります。 

       この枚数の確認手続は、候補者が行いますから、業者は、候補者からそ

の確認書を受け取った後で、国に支払請求を行うこととなります（後掲

第３の４参照）。 

    （注） 経費の支払いは、１枚当たりの単価に上記（２）の枚数を乗じて算

出した金額によることになりますので、ポスターのデザイン料とポス

ターの印刷費を別々に分けて支払うことはできません。従って、ポス

ターのデザイン及び印刷を別々の会社と契約をした場合には、一般的

には、デザイン料を支払うことができませんので御注意ください。 

 

 

第３ 経費の支払を受けるための諸手続 

 これまで述べた経費の支払を受けるためには、候補者及び業者において、

それぞれ次に述べる諸手続をしなければなりません。これらの手続をしない

場合には支払ができないことになりますので御注意ください。 
 

  １ 契約の締結【候補者←→契約業者】 

 

 ２ 契約届出書の提出【候補者→中央選管】 

      候補者は、これまで説明した公営関係の有償契約を締結したときは、直ち

に中央選挙管理会に対して、契約締結の届出をしなければなりません。その

際には、契約書の写しの添付が必要です。 

      なお、参議院名簿の届出前に契約を締結した場合には、届出後直ちに、契

約締結の届出をする必要があります。 

      また、契約内容として、支払金額の計算に必要な事項を記載することが必

要です。 
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      ※契約届出書内訳・・・選挙運動用自動車の使用の契約届出書 

                      通常葉書作成契約届出書 

                          ビラ作成契約届出書 

                          選挙事務所用立札・看板作成契約届出書 

                          自動車等取付用立札・看板作成契約届出書 

                          ポスター作成契約届出書 

 

  ３ 確認申請書の提出【候補者→中央選管】 

      自動車の燃料の金額、通常葉書の作成枚数等が第２で説明した範囲内のも

のであることについて確認を受けることが必要です。 

      ※確認申請書内訳・・・自動車燃料代確認申請書 

                      通常葉書作成枚数確認申請書 

                        ビラ作成枚数確認申請書 

                        選挙事務所用立札・看板作成数確認申請書 

                        自動車等取付用立札・看板作成数確認申請書 

                        ポスター作成枚数確認申請書 

 

  ４  確認書の交付【中央選管→候補者】 

      候補者の確認申請に基づいて中央選挙管理会が確認を行い、自動車の燃料

の金額、通常葉書の作成枚数等が第２で説明した範囲内のものであると認め

られた場合には候補者に対して確認書を交付します。 

 

  ５ 確認書（中央選管発行）の提出【候補者→契約業者】 

      候補者は４の確認書を契約の相手方である契約業者に渡さなければなりま

せん。 

 

  ６ 証明書の提出【候補者→契約業者】 

      候補者は、下記証明書を作成し、契約の相手方である業者に渡さなければ

なりません。 

   なお、燃料供給業者に対しては、給油の際に受領した給油伝票（日付、自

動車のナンバー、燃料の供給量及び金額が記載されたもの）の写しの添付が

必要です。 

      ※証明書内訳・・・選挙運動用自動車使用証明書（自動車・燃料・運転手） 

                    通常葉書作成証明書 

                      ビラ作成証明書 

                      選挙事務所用立札・看板作成証明書 

                      自動車等取付用立札・看板作成証明書 

                      ポスター作成証明書 
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  ７ 当選人となるべき順位等の確認【契約業者→中央選管】 

      契約業者は、中央選挙管理会に対して、契約を結んだ候補者を届け出た政

党等の当選人の数や当該候補者の当選人となるべき順位を確認することがで

きます。 

 

  ８ 請求書の提出【契約業者→総務大臣】 

      契約業者は総務大臣に対して、請求書を提出しなければなりません。請求

書の提出の際には、次の書面を添付することが必要です。 

    ・確認書…選挙運動用自動車における一般乗用旅客自動車運送事業者、自動

車の賃貸業者及び自動車運転業者による請求の際には不要です。 

  ・証明書…必ず必要です（上記６参照）。 

・給油伝票（写）…選挙運動用自動車における燃料供給業者による請求の際

に必要です。 

・請求書に契約業者等本人の署名その他の措置がない場合には、契約業者等

本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出が、その代理

人が提出する場合にあっては、代理人証明書の提示又は提出及び当該代理

人の本人確認書類の提示又は提出の提出が必要です。 

なお、請求書等の提出は、郵便等により提出することもできます。 

 

  ９ 支払【総務大臣→契約業者】 

      総務大臣は、請求書を審査し、当該候補者の当選人となるべき順位が、そ

の候補者を届け出た政党等の当選人の数の２倍までにあるか否かを確認した

うえで、適格なものについてのみ支払手続を進めて、契約業者に対して支払

をします。 

   なお、次の例のような場合には支払ができませんので御注意ください。 

    ・候補者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人の数に２を乗

じて得た数に相当する当選人となるべき順位までにない場合 

    ・契約届出書の届出がない場合 

    ・契約届出書の届出があっても、契約書の写しが添付されていない場合 

    ・証明書が添付されていない場合 

    ・中央選挙管理会の発行した確認書が添付されていない場合 

    ・その他書類に不備がある場合 
 

      また、請求金額については、第２で説明したとおり、それぞれの限度が定

められておりますので、単価や数量についてこれを上回るような場合には、

請求金額の一部分について支払うことができず、限度額で打ち切られますか

ら、当該部分については、契約業者は候補者から支払を受けることになりま

す。 
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（参考） 

 

 
 

中 央 選 管 

 ⑨公費負担該当候補者の通知 

 

 

 ⑦ 

 

総 務 大 臣 

 

                    当 

②   ③   ④           選                      ⑧    ⑩ 

       契   確   確          順  人                    請    代 

      約   認   認             位  と                求    金 

       届   申   書                の  な           書    の 

      出   請   ※1                  確  る             支 

      書   書                           認  べ         払 

  ※1                               き      

                              

                   ①有償契約締結 

 
 

候  補  者 

    ⑥証 明 書※2 

⑤確 認 書※1 

 

        ⑥確  認  書 

 

契 約 業 者 

 

     
                                                     

※１ 選挙運動用自動車における一般乗用旅客自動車運送事業者、自動車の

賃貸業者及び自動車運転業者との契約の場合には、確認申請書の提出及

び請求書提出の際の確認書の添付は不要です。 

 

※２  選挙運動用自動車の使用又は通常葉書等の作成の実績に基づいて提出

してください。 

 

※３ 選挙運動用自動車における燃料供給業者から総務大臣への請求には、

候補者から提出された給油伝票の写しの添付が必要です。 

 

 

 

 

 

 

確
認
書 

・
給
油
伝
票 

 

（
証
明
書
・ 

（給油伝票の写し※3を添付） 

 

 

（
契
約
書
の
写
し
を
添
付
） 

の
写
し   

を
添
付
） 

※1 ※3 
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第４ 収支報告             

 これまで述べた経費については、選挙運動用自動車を使用するために要し

た経費を除き、国からその全部又は一部が支払われた場合でも、会計帳簿、

選挙運動収支報告書に支出として計上しなければならず、国から支払われた

額等（以下、「公費負担相当額」という。）は、選挙運動収支報告書の「支

出のうち公費負担相当額」欄に記載することになります。 

 なお、公費負担相当額については収入に計上する必要はありませんが、選

挙運動収支報告書の「参考」欄には記載する必要があります。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

各  種  用  紙 
 
 
 
 
 
 この中に綴り込まれている用紙は、それぞれ切り離して届出に使用してく

ださい。 

 なお、不足分はコピーをして使用してください。 



 

 
 
 
 

１ 契 約 届 出 書 
（候補者→中央選挙管理会） 

 
 
 
 
 
 
 
＜注意事項＞ 
 
・契約届出書には、契約書の写しを必ず添付してください。 
 
・届出の際は、「６ 各種公営関係提出書類確認表」に必要事項を記入のう
え、契約届出書の上に添付して提出してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（届出先） 
 
          総務省自治行政局選挙部管理課 
 
          〒100-8926 東京都千代田区霞が関２丁目１番２号 
                （中央合同庁舎第２号館） 
 
          電話 ０３－５２５３－５５７３ 



 

選挙運動用自動車の使用の契約届出書 

 

 次のとおり選挙運動用自動車の使用の契約を締結したので届け出ます。 

  令和７年  月  日   

  中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

                令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 

１ 一般乗用旅客自動車運送事業者との契約による場合 
 

契 約 
年月日 

 契約の相手方の氏名又は名称及び 
 住所並びに法人にあってはその代 
 表者の氏名 

契  約  内  容 
備  考 

運送契約期間 運送契約金額 

     

     

     
 

２ １に掲げる場合以外の場合 
 

項目 
 
区分 

契 約 
年月日 

 契約の相手方の氏名又は名 
 称及び住所並びに法人にあ 
 ってはその代表者の氏名 

契  約  内  容 
備  考 

借入れ期間等 契約金額 

自動車の 
借 入 れ 

     

     

     

     

運転手の 
雇  用 

     

     

     

     

燃 料 代 

     

     

     

     
 
備考 

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

２ ２の「契約内容」欄の「借入れ期間等」には、「自動車の借入れ」にあっては借入れ期間を、｢運転

手の雇用｣にあっては雇用期間を、｢燃料代」にあっては燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動

車登録番号又は車両番号を記載してください。 

３ 「燃料代」にあっては、単価契約を締結した場合には、「備考」に契約単価を記載してください（な

お、２の「契約内容」欄の「契約金額」には、契約の見込額を記載して差し支えありません。）。 

４ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合

にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。

ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 



 

通常葉書作成契約届出書 

 

 次のとおり通常葉書の作成契約を締結したので届け出ます。 

  令和７年  月  日 

  中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

契 約 
年月日 

 契約の相手方の氏名又は名称及び 
 住所並びに法人にあってはその代 
 表者の氏名 

契  約  内  容 
備  考 

作成契約枚数 作成契約金額 

     

     

     
 

備考  

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ

し、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 



 

ビ ラ 作 成 契 約 届 出 書 

 

 次のとおりビラの作成契約を締結したので届け出ます。 

  令和７年  月  日 

  中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

契 約 
年月日 

 契約の相手方の氏名又は名称及び 
 住所並びに法人にあってはその代 
 表者の氏名 

契  約  内  容 
備  考 

作成契約枚数 作成契約金額 

     

     

     
 

備考  

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ

し、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 



 

選挙事務所用立札・看板作成契約届出書 

 

 次のとおり選挙事務所用立札・看板の作成契約を締結したので届け出ます。 

  令和７年  月  日 

  中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

契 約 
年月日 

 契約の相手方の氏名又は名称及び 
 住所並びに法人にあってはその代 
 表者の氏名 

契  約  内  容 
備  考 

作成契約数 作成契約金額 

     

     

     
 

備考  

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ

し、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 



 

自動車等取付用立札・看板作成契約届出書 

 

 次のとおり自動車等取付用立札・看板の作成契約を締結したので届け出ます。 

  令和７年  月  日 

  中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

               令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

契 約 
年月日 

 契約の相手方の氏名又は名称及び 
 住所並びに法人にあってはその代 
 表者の氏名 

契  約  内  容 
備  考 

作成契約数 作成契約金額 

     

     

     
 

備考 

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ

し、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 



 

ポスター作成契約届出書 

 

 次のとおりポスターの作成契約を締結したので届け出ます。 

  令和７年  月  日 

  中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

契 約 
年月日 

 契約の相手方の氏名又は名称及び 
 住所並びに法人にあってはその代 
 表者の氏名 

契  約  内  容 
備  考 

作成契約枚数 作成契約金額 

     

     

     
 

備考  

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に

あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただ

し、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 



 

 
 
 
 

２ 確 認 申 請 書 
（候補者→中央選挙管理会） 

 
 
 
 
 
 
 
＜注意事項＞ 
 
・契約届出書と同時に届出をする場合には、契約届出書の下に添付して提出
してください。 

 
・確認申請書のみ届出をする場合には、「６ 各種公営関係提出書類確認表」
に必要事項を記入のうえ、確認申請書の上に添付して提出してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（届出先） 
 
          総務省自治行政局選挙部管理課 
 
          〒100-8926 東京都千代田区霞が関２丁目１番２号 
                （中央合同庁舎第２号館） 
 
          電話 ０３－５２５３－５５７３ 
 



 

自動車燃料代確認申請書 

 

 

 次の自動車燃料代につき、公職選挙法施行令第109条の４第２項第２号ロの規定による確認を受

けたいので申請します。 

令和７年  月  日 

  中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

 

記 

１ 契約年月日  令和７年  月  日 

２ 契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 

 

３ 燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号 

 

 

４ 確認申請金額            円 
 

   区     分    購  入  金  額  左のうち確認済又は確認申請金額 

 前回までの累積金額(a)                          円                          円 

 今 回 の 購 入 金 額(b)                          円                          円 

 燃 料 代 計 (a)+(b)                          円                          円 

   備     考   

 
備考 

１ この申請書は、燃料供給業者ごとに別々に候補者から国に提出してください。 

２ この申請書は、選挙運動用自動車の燃料代について公費負担の対象となるものの確認を受けるた

めのものです。 

３ 「燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」には、契約届出書に記

載された選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号を記載してください。 

４ 「前回までの累積金額」には、他の燃料供給業者から購入した金額をも含めて記載してください。 

５ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場

合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってくださ

い。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 



 

通常葉書作成枚数確認申請書 

 

 

 次の通常葉書作成枚数につき、公職選挙法施行令第109条の７第２項の規定による確認を受

けたいので申請します。 

令和７年  月  日 

中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名                  

（参議院名簿届出政党等の名称            ） 

 

記 

１ 契約年月日  令和７年  月  日 

２ 契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 

 

３ 確認申請枚数            枚 
 

   区     分    作  成  枚  数  左のうち確認済又は確認申請枚数  

 前回までの累積枚数 (a)                          枚                          枚 

 今 回 の 枚 数 (b)                          枚                          枚 

 枚  数  計 (a)+(b)                          枚                          枚 

   備     考   
 

備考 

１ この申請書は、通常葉書作成業者ごとに別々に候補者から国に提出してください。 

２ この申請書は、通常葉書作成枚数について公費負担の対象となるものの確認を受けるためのも

のです。 

３ 「前回までの累積枚数」には、他の通常葉書作成業者によって作成された枚数をも含めて記載

してください。 

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する

場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってく

ださい。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 

 



 

ビラ作成枚数確認申請書 

 

 

 次のビラ作成枚数につき、公職選挙法施行令第109条の８において準用する第109条の７第

２項の規定による確認を受けたいので申請します。 

令和７年  月  日 

中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名                    

（参議院名簿届出政党等の名称            ） 

 

記 

１ 契約年月日  令和７年  月  日 

２ 契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 

 

３ 確認申請枚数            枚 
 

   区     分    作  成  枚  数  左のうち確認済又は確認申請枚数 

 前回までの累積枚数(a)                          枚                          枚 

 今 回 の 枚 数(b)                          枚                          枚 

 枚  数  計 (a)+(b)                          枚                         枚 

   備     考   

 
備考 

１ この申請書は、ビラ作成業者ごとに別々に候補者から国に提出してください。 

２ この申請書は、ビラ作成枚数について公費負担の対象となるものの確認を受けるためのもので

す。 

３ 「前回までの累積枚数」には、他のビラ作成業者によって作成された枚数をも含めて記載して

ください。 

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する

場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってく

ださい。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 

 



 

選挙事務所用立札・看板作成数確認申請書 

 

 

 次の選挙事務所用立札・看板作成数につき、公職選挙法施行令第110条の２第２項の規定に

よる確認を受けたいので申請します。 

令和７年  月  日 

中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名                     

（参議院名簿届出政党等の名称            ） 

 

記 

１ 契約年月日  令和７年  月  日 

２ 契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 

 

３ 確認申請数              
 

   区     分     作   成   数  左のうち確認済又は確認申請数 

 前 回 まで の累 積 数(a)   

 今 回 の 数(b)   

       計   (a)+(b)   

   備     考   

 
備考 

１ この申請書は、立札・看板作成業者ごとに別々に候補者から国に提出してください。 

２ この申請書は、選挙事務所用立札・看板作成数について公費負担の対象となるものの確認を受

けるためのものです。 

３ 「前回までの累積数」には、他の立札・看板作成業者によって作成された数をも含めて記載し

てください。 

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する

場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってく

ださい。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 



 

自動車等取付用立札・看板作成数確認申請書 

 

 

 次の自動車等取付用立札・看板作成数につき、公職選挙法施行令第110条の３において準用

する第110条の２第２項の規定による確認を受けたいので申請します。 

令和７年  月  日 

中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名                    

（参議院名簿届出政党等の名称            ） 

 

記 

１ 契約年月日  令和７年  月  日 

２ 契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 

 

３ 確認申請数              
 

   区     分     作   成   数  左のうち確認済又は確認申請数 

 前 回 まで の累 積 数(a)   

 今 回 の 数(b)   

      計   (a)+(b)   

   備     考   

 
備考 

１ この申請書は、立札・看板作成業者ごとに別々に候補者から国に提出してください。 

２ この申請書は、自動車等取付用立札・看板作成数について公費負担の対象となるものの確認を

受けるためのものです。 

３ 「前回までの累積数」には、他の立札・看板作成業者によって作成された数をも含めて記載し

てください。 

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する

場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってく

ださい。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 



 

ポスター作成枚数確認申請書 

 

 

 次のポスター作成枚数につき、公職選挙法施行令第110条の４第２項の規定による確認を受

けたいので申請します。 

令和７年  月  日 

中央選挙管理会委員長 古屋 正隆 殿 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名                   

（参議院名簿届出政党等の名称           ） 

 

記 

１ 契約年月日  令和７年  月  日 

２ 契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 

 

３ 確認申請枚数            枚 
 

   区     分    作  成  枚  数  左のうち確認済又は確認申請枚数 

 前回までの累積枚数(a)                          枚                          枚 

 今 回 の 枚 数(b)                          枚                          枚 

 枚  数  計 (a)+(b)                          枚                         枚 

   備     考   

 
備考 

１ この申請書は、ポスター作成業者ごとに別々に候補者から国に提出してください。 

２ この申請書は、ポスター作成枚数について公費負担の対象となるものの確認を受けるためのも

のです。 

３ 「前回までの累積枚数」には、他のポスター作成業者によって作成された枚数をも含めて記載

してください。 

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する

場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってく

ださい。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 



 

 
 
 
 

３ 証 明 書 
（候補者→事業者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

選挙運動用自動車使用証明書 

（自 動 車） 

 

 次のとおり選挙運動用自動車を使用したものであることを証明します。 

令和７年  月  日 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

  運 送 等 契約 区 分  
 （該当する方の番号に 
  ○をしてください。） 

   一般乗用旅客自動車運送 
 １ 事業者との運送契約に 

よる場合 
 ２ 左に掲げる場合以外の場合 

 運送事業者等の氏名又は名称及び 
 住所並びに法人にあってはその代 
 表者の氏名 

 

 車種及び自動車登録
番号又は車両番号 

 運 送 等 年 月 日   運 送 等 金 額   備     考 

                    円 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



 

 

備考 
１ この証明書は、使用の実績に基づいて、運送事業者等ごとに別々に作成し、候補者から運送事

業者等に提出してください。 
２ 運送事業者等が国に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 
３ この証明書を発行した参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人

の数に２を乗じて得た数に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、運送事業者等は、

国に支払を請求することはできません。 
４ 公費負担の限度額は、選挙運動用自動車１台につき１日当たり次の金額までです。 

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合          64,500円 
(2) (1)以外の場合                             16,100円 

５ 同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約（「運送等契約区分」欄の１）

とそれ以外の契約（「運送等契約区分」欄の２）とのいずれもが締結された場合には、公費負担

の対象となるのは候補者の指定する一の契約に限られていますので、その指定をした一の契約の

みについて記載してください。 
６ 同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約又はそれ以外の契約により３台

以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、公費負担の対象となるのは候補者の指定する２

台に限られていますので、その指定をした２台（各証明書１枚につき１台）のみについて記載し

てください。 
７ ５の場合には候補者の指定した契約以外の契約及び６の場合には候補者の指定した選挙運動用

自動車以外の選挙運動用自動車については、国に支払を請求することはできません。 



 

選挙運動用自動車使用証明書 

（燃 料） 

 

 次のとおり燃料を使用したものであることを証明します。 

令和７年  月  日 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

燃料供給業者の氏名又は名称及び 
住所並びに法人にあってはその代 
表者の氏名 

 

燃料供給年月日 
燃料の供給を受けた選挙 
運動用自動車の自動車登 
録番号又は車両番号 

燃 料 供 給 量 燃料供給金額 備  考 

   ℓ  円 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 
備考 

１ この証明書は、使用の実績に基づいて、燃料供給業者ごとに別々に作成し、給油伝票（燃料の供

給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則

（昭和45年運輸省令第７号）第13条第１項第４号に規定する４けた以下のアラビア数字又は車両番

号のうち道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）第36条の17第１項第４号若しくは第

36条の18第１項第３号に規定する４けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載

された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ。）の写しを添えて、

候補者から燃料供給業者に提出してください。 

２ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄には、契約届出書に

記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号を記載してください。 

３ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄、「燃料供給量」欄

及び「燃料供給金額」欄は、燃料の供給を受けた日ごとに記載してください。 

４ 燃料供給業者が国に支払を請求するときは、この証明書及び給油伝票の写しを請求書に添付して

ください。 

５ この証明書を発行した参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人

の数に２を乗じて得た数に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、燃料供給業者は、

国に支払を請求することはできません。 

６ 公費負担の限度額は、候補者から燃料供給業者に提出された確認書に記載された金額までです。 



 

選挙運動用自動車使用証明書 

（運 転 手） 

 

 次のとおり運転手を使用したものであることを証明します。 

令和７年  月  日 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

  運転手の氏名及び住所  

  雇 用 年 月 日    報  酬  の  額    備           考 

 円  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

備考 
１ この証明書は、使用の実績に基づいて、運転手ごとに別々に作成し、候補者から運転手に提出し

てください。 
２ 「備考」欄には、選挙運動期間中に使用した選挙運動用自動車の台数を使用した日ごとに記載し

てください。 
３ 運転手が国に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 
４ この証明書を発行した参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人

の数に２を乗じて得た数に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、運転手は、国に支

払を請求することはできません。 
５ 公費負担の限度額は、選挙運動用自動車１台につき１日を通じて12,500円までです。 
６ 同一の日において３人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用された場合には、公費負担の対象

となるのは候補者の指定する選挙運動用自動車１台につき１人までとし、合計２人に限られていま

すので、その指定をした２人（各証明書１枚につき１人）のみについて記載してください。 
７ 候補者の指定した運転手以外の運転手は、国に支払を請求することはできません。 

 



 

通 常 葉 書 作 成 証 明 書 

 

 次のとおり通常葉書を作成したものであることを証明します。 

令和７年  月  日 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

 通常葉書作成業者の氏名又は名称 
 及び住所並びに法人にあってはそ 
 の代表者の氏名 

 

 作 成 枚 数                                            枚 

 作 成 金 額                                            円 

 備             考  

 

備考 

１ この証明書は、作成の実績に基づいて、通常葉書作成業者ごとに別々に作成し、候補者から通

常葉書作成業者に提出してください。 

２ 通常葉書作成業者が国に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 

３ この証明書を発行した参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人

の数に２を乗じて得た数に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、通常葉書作成業

者は、国に支払を請求することはできません。 

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公費負担の限度

額は、次のとおりです。 

(1) 枚 数    150,000枚 

(2) 限度額 

イ 確認された作成枚数が35,000枚以下の場合  ８円62銭(単価)×当該作成枚数＝限度額 

ロ 確認された作成枚数が35,000枚を超える場合 

301,700円＋７円46銭×（当該作成枚数－35,000） 

                                                               ＝ 単価……１銭未満の端数は切上げ 

当該作成枚数 

単価×当該作成枚数＝限度額 

 



 

ビ ラ 作 成 証 明 書 

 

 次のとおりビラを作成したものであることを証明します。 

令和７年  月  日 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

 ビラ作成業者の氏名又は名称及び 
 住所並びに法人にあってはその代 
 表者の氏名 

 

 作 成 枚 数                                            枚 

 作 成 金 額                                            円 

 備             考  

 

備考 
１ この証明書は、作成の実績に基づいて、ビラ作成業者ごとに別々に作成し、候補者からビラ作

成業者に提出してください。 
２ ビラ作成業者が国に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 
３ この証明書を発行した参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人

の数に２を乗じて得た数に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、ビラ作成業者は、

国に支払を請求することはできません。 
４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公費負担の限度

額は、次のとおりです。 
(1) 枚 数    250,000枚 
(2) 限度額 

イ 確認された作成枚数が50,000枚以下の場合 ８円38銭(単価)×当該作成枚数＝限度額 
ロ 確認された作成枚数が50,000枚を超える場合 

419,000円＋５円62銭×（当該作成枚数－50,000） 
                                                          ＝ 単価……１銭未満の端数は切上げ 

   当該作成枚数 
単価×当該作成枚数＝限度額 

 



 

選挙事務所用立札・看板作成証明書 

 

 次のとおり選挙事務所用立札・看板を作成したものであることを証明します。 

令和７年  月  日 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

 立札・看板作成業者の氏名又は名 
 称及び住所並びに法人にあっては 
 その代表者の氏名 

 

 作 成 数  

 作 成 金 額                                            円 

 備             考  

 

備考 
１ この証明書は、作成の実績に基づいて、立札・看板作成業者ごとに別々に作成し、候補者から

立札・看板作成業者に提出してください。 
２ 立札・看板作成業者が国に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 
３ この証明書を発行した参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人

の数に２を乗じて得た数に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、立札・看板作成

業者は、国に支払を請求することはできません。 
４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる数及びそれぞれの契約に基づく公費負担の限度額

は、次のとおりです。 
(1) 数     ３ 
(2) 限度額   61,379円×確認された作成数 

 



 

自動車等取付用立札・看板作成証明書 

 

 次のとおり自動車等取付用立札・看板を作成したものであることを証明します。 

令和７年  月  日 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

 立札・看板作成業者の氏名又は名 
 称及び住所並びに法人にあっては 
 その代表者の氏名 

 

 作 成 数  

 作 成 金 額                                            円 

 備             考  

 
備考 

１ この証明書は、作成の実績に基づいて、立札・看板作成業者ごとに別々に作成し、候補者から

立札・看板作成業者に提出してください。 
２ 立札・看板作成業者が国に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 
３ この証明書を発行した参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人

の数に２を乗じて得た数に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、立札・看板作成

業者は、国に支払を請求することはできません。 
４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる数及びそれぞれの契約に基づく公費負担の限度額

は、次のとおりです。 
(1) 数      ８ 
(2) 限度額   58,114円×確認された作成数 



 

ポ ス タ ー 作 成 証 明 書 

 

 次のとおりポスターを作成したものであることを証明します。 

令和７年  月  日 

 

令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

候補者氏名           

（参議院名簿届出政党等の名称          ） 

記 
 

 ポスター作成業者の氏名又は名称 
 及び住所並びに法人にあってはそ 
 の代表者の氏名 

 

 作 成 枚 数                                            枚 

 作 成 金 額                                            円 

 
備考 

１ この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成し、候補者からポ

スター作成業者に提出してください。 
２ ポスター作成業者が国に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 
３ この証明書を発行した参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人

の数に２を乗じて得た数に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、ポスター作成業

者は、国に支払を請求することはできません。 
４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公費負担の限度

額は、次のとおりです。 
(1) 枚 数   70,000枚 
(2) 限度額       40円（単価）×確認された作成枚数 



 

 
 
 
 

４ 請 求 書 
（事業者→総務大臣） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（届出先） 
 
          総務省自治行政局選挙部管理課 
 
          〒100-8926 東京都千代田区霞が関２丁目１番２号 
                （中央合同庁舎第２号館） 
 
          電話 ０３－５２５３－５５７３ 



 

請    求    書 

（選挙運動用自動車の使用） 

 

 公職選挙法施行令第109条の４第２項の規定により、次の金額の支払を請求します。 

令和７年  月  日 

総 務 大 臣 殿 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあってはその代表者の氏名                     

 

記 

１ 請求金額            円 

２ 内  訳 

別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

４ 候補者の氏名 

（参議院名簿届出政党等の名称             ） 

５ 金融機関名、口座名及び口座番号 

 

 金 融 機 関 名  本 ・ 支 店 名   

金融機関コード   支 店 コ ー ド  

預 金 種 別  口 座 番 号  

ふ り が な  

口 座 名  
 
備考 

１ この請求書は、候補者から受領した選挙運動用自動車使用証明書（燃料代の請求の場合には、この

ほかに自動車燃料代確認書及び給油伝票（燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用

自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則（昭和45年運輸省令第７号）第13条第１項第４号に規

定する４けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路輸送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第

74号）第36条の17第１項第４号若しくは第36条の18第１項第３号に規定する４けた以下のアラビア数

字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものを

いう。）の写し）とともに選挙の期日後速やかに提出してください。 

２ 参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人の数に２を乗じて得た数

に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、国に支払を請求することはできません。 

３ 燃料代の請求は、契約届出書に記載された選挙運動用自動車に供給したもので、自動車燃料代確認

書に記載された「確認金額」の範囲内に限られています。 

４ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又

は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書

類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人の署

名その他の措置がある場合にはこの限りではありません。 



 

（別紙） 

１．請求内訳書(一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約により自動車を使用した場合) 

 使用年月日 運送金額(イ) 基準限度額(ロ) 請 求 金 額 備 考 

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 64,500×(   )＝ 
         円  

計 
  

         円  

 
備考 「請求金額」欄には、(イ)又は(ロ)のうちいずれか少ない方の額を記載してください。 



 

２．請求内訳書(一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により自動車を使用した場合) 

(1) 自動車の借入れ 

 使用年月日 借入れ金額(イ) 基準限度額(ロ) 請 求 金 額 備 考 

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

 
     円    台    円 

 (   )×(   )＝ 

      円    台   円 

 16,100×(   )＝ 
         円  

計 
  

         円  

 
備考 「請求金額」欄には、(イ)又は(ロ)のうちいずれか少ない方の額を記載してください。  
 
 
 



 

 (2) 燃料代 

 

販売年月日 

燃料の供給を受けた 

選挙運動用自動車の 

自動車登録番号又は 

車両番号 

販売金額(イ) 基準限度額(ロ) 請 求 金 額 備 考 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 

 
 
 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

 
     円    ℓ    円 

(   )×(   )＝ 
  

 

計         円       円       円  

 
備考 

１ 「基準限度額」(計)欄には、確認書に記載された額の合計を記載してください。 

２ 「請求金額」欄には、(イ)の(計)欄又は(ロ)の(計)欄のうちいずれか少ない方の額を記載し

てください。 

３ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄には、契約届出

書に記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号を記載してください。 

４ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄及び「（イ）」

欄は、燃料の供給を受けた日ごとに記載してください。 



 

(3) 運転手 

 雇用年月日 報   酬(イ) 基準限度額(ロ) 請 求 金 額 備 考 

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

         円       12,500円          円  

計 
  

         円  

 
備考 「請求金額」欄には、(イ)又は(ロ)のうちいずれか少ない方の額を記載してください。 



 

請    求    書 

（通常葉書の作成） 

 

 公職選挙法施行令第109条の７第２項の規定により、次の金額の支払を請求します。 

令和７年  月  日 

総 務 大 臣 殿 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあってはその代表者の氏名                     

 

記 

１ 請求金額            円 

２ 内  訳 

別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

４ 候補者の氏名 

（参議院名簿届出政党等の名称             ） 

５ 金融機関名、口座名及び口座番号 

 

 金 融 機 関 名  本 ・ 支 店 名   

金融機関コード  支 店 コ ー ド  

預 金 種 別  口 座 番 号  

ふ り が な  

口 座 名  
 
備考 

１ この請求書は、候補者から受領した通常葉書作成枚数確認書及び通常葉書作成証明書とともに選挙

の期日後速やかに提出してください。 

２ 参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人の数に２を乗じて得た数

に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、国に支払を請求することはできません。 

３ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又

は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書

類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人の署

名その他の措置がある場合にはこの限りではありません。 



 

（別紙） 

請  求  内  訳  書 
 

作 成 金 額 基 準 限 度 額 請 求 金 額 

備 考 

 

 単 価 

  (A) 

 枚 数 

  (B) 

   金  額 

 (A)×(B)=(C) 
 単 価 

  (D) 

 枚 数 

  (E) 

   金  額 

 (D)×(E)=(F) 
 単 価 

  (G) 

 枚 数 

  (H) 

   金  額 

 (G)×(H)=(I) 

     円      枚            円      円      枚            円      円      枚            円  

 
備考 

１ (D)欄には、次により算出した額を記載してください。 

(1) 確認書により確認された作成枚数が35,000枚以下の場合 ８円62銭 

(2) 確認書により確認された作成枚数が35,000枚を超える場合 

301,700円＋７円46銭×（当該作成枚数－35,000） 

                                                             ……１銭未満の端数は切上げ 

当 該 作 成 枚 数 

２ (E)欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

３ (G)欄には、(A)欄と(D)欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

４ (H)欄には、(B)欄と(E)欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。 



 

請    求    書 

（ビラの作成） 

 

 公職選挙法施行令第109条の８において準用する第109条の７第２項の規定により、次の金

額の支払を請求します。 

令和７年  月  日 

   総 務 大 臣 殿 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあってはその代表者の氏名                     

 

記 

１ 請求金額            円 

２ 内  訳 

別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

４ 候補者の氏名 

（参議院名簿届出政党等の名称             ） 

５ 金融機関名、口座名及び口座番号 

 

 金 融 機 関 名  本 ・ 支 店 名   

金融機関コード  支 店 コ ー ド  

預 金 種 別  口 座 番 号  

ふ り が な  

口 座 名  
 
備考 

１ この請求書は、候補者から受領したビラ作成枚数確認書及びビラ作成証明書とともに選挙の期日後

速やかに提出してください。 

２ 参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人の数に２を乗じて得た数

に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、国に支払を請求することはできません。 

３ この請求書には、作成したビラの見本１枚（２種類の場合には各１枚）を添付してください。 

４ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又

は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書

類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人の署

名その他の措置がある場合にはこの限りではありません。 



 

（別紙） 

請  求  内  訳  書 
 

作 成 金 額 基 準 限 度 額 請 求 金 額 

備 考 

 

 単 価 

  (A) 

 枚 数 

  (B) 

   金  額 

 (A)×(B)=(C) 
 単 価 

  (D) 

 枚 数 

  (E) 

   金  額 

 (D)×(E)=(F) 
 単 価 

  (G) 

 枚 数 

  (H) 

   金  額 

 (G)×(H)=(I) 

     円      枚            円      円      枚            円      円      枚            円  

 
備考 

１ (D)欄には、次により算出した額を記載してください。 

(1) 確認書により確認された作成枚数が50,000枚以下の場合 ８円38銭 

(2) 確認書により確認された作成枚数が50,000枚を超える場合 

419,000円＋５円62銭×（当該作成枚数－50,000） 

                                                              ……１銭未満の端数は切上げ 

当 該 作 成 枚 数 

２ (E)欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

３ (G)欄には、(A)欄と(D)欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

４ (H)欄には、(B)欄と(E)欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。 



 

請    求    書 

（選挙事務所用立札・看板の作成） 

 

 公職選挙法施行令第110条の２第２項の規定により、次の金額の支払を請求します。 

令和７年  月  日 

   総 務 大 臣 殿 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあってはその代表者の氏名                     

 

記 

１ 請求金額            円 

２ 内  訳 

別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

４ 候補者の氏名 

（参議院名簿届出政党等の名称             ） 

５ 金融機関名、口座名及び口座番号 

 

 金 融 機 関 名  本 ・ 支 店 名   

金融機関コード  支 店 コ ー ド  

預 金 種 別  口 座 番 号  

ふ り が な  

口 座 名  
 
備考 

１ この請求書は、候補者から受領した選挙事務所用立札・看板作成数確認書及び選挙事務所用立札・

看板作成証明書とともに選挙の期日後速やかに提出してください。 

２ 参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人の数に２を乗じて得た数

に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、国に支払を請求することはできません。 

３ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又

は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書

類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人の署

名その他の措置がある場合にはこの限りではありません。 



 

（別紙） 

請  求  内  訳  書 
 

作 成 金 額 基 準 限 度 額 請 求 金 額 

備 考 

 

 単 価 

  (A) 

  数 

  (B) 

   金  額 

 (A)×(B)=(C) 
 単 価 

  (D) 

  数 

  (E) 

   金  額 

 (D)×(E)=(F) 
 単 価 

  (G) 

  数 

  (H) 

   金  額 

 (G)×(H)=(I) 

     円                   円      円 

61,379 

                  円      円                   円  

 
備考 

１ (E)欄には、確認書により確認された作成数を記載してください。 

２ (G)欄には、(A)欄と(D)欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

３ (H)欄には、(B)欄と(E)欄とを比較して少ない方の数を記載してください。 



 

請    求    書 

（自動車等取付用立札・看板の作成） 

 

 公職選挙法施行令第110条の３において準用する第110条の２第２項の規定により、次の金

額の支払を請求します。 

令和７年  月  日 

   総 務 大 臣 殿 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあってはその代表者の氏名                     

 

記 

１ 請求金額            円 

２ 内  訳 

別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

４ 候補者の氏名 

（参議院名簿届出政党等の名称             ） 

５ 金融機関名、口座名及び口座番号 

 

 金 融 機 関 名  本 ・ 支 店 名   

金融機関コード  支 店 コ ー ド  

預 金 種 別  口 座 番 号  

ふ り が な  

口 座 名  
 
備考 

１ この請求書は、候補者から受領した自動車等取付用立札・看板作成数確認書及び自動車等取付用立

札・看板作成証明書とともに選挙の期日後速やかに提出してください。 

２ 参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人の数に２を乗じて得た数

に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、国に支払を請求することはできません。 

３ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又

は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書

類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人の署

名その他の措置がある場合にはこの限りではありません。 



 

（別紙） 

請  求  内  訳  書 
 

作 成 金 額 基 準 限 度 額 請 求 金 額 

備 考 

 

 単 価 

  (A) 

  数 

  (B) 

   金  額 

 (A)×(B)=(C) 
 単 価 

  (D) 

  数 

  (E) 

   金  額 

 (D)×(E)=(F) 
 単 価 

  (G) 

  数 

  (H) 

   金  額 

 (G)×(H)=(I) 

     円                   円      円 

58,114 

                  円      円                   円  

 
備考 

１ (E)欄には、確認書により確認された作成数を記載してください。 

２ (G)欄には、(A)欄と(D)欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

３ (H)欄には、(B)欄と(E)欄とを比較して少ない方の数を記載してください。 



 

請    求    書 

（ポスターの作成） 

 

 公職選挙法施行令第110条の４第２項の規定により、次の金額の支払を請求します。 

令和７年  月  日 

   総 務 大 臣 殿 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあってはその代表者の氏名                     

 

記 

１ 請求金額            円 

２ 内  訳 

別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和７年  月  日執行参議院議員通常選挙（比例代表） 

４ 候補者の氏名 

（参議院名簿届出政党等の名称             ） 

５ 金融機関名、口座名及び口座番号 

 

 金 融 機 関 名  本 ・ 支 店 名   

金融機関コード  支 店 コ ー ド  

預 金 種 別  口 座 番 号  

ふ り が な  

口 座 名  
 
備考 

１ この請求書は、候補者から受領したポスター作成枚数確認書及びポスター作成証明書とともに選挙

の期日後速やかに提出してください。 

２ 参議院名簿登載者がその者に係る参議院名簿届出政党等における当選人の数に２を乗じて得た数

に相当する当選人となるべき順位までにない場合には、国に支払を請求することはできません。 

３ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又

は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書

類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人の署

名その他の措置がある場合にはこの限りではありません。 

 



 

（別紙） 

請  求  内  訳  書 
 

作 成 金 額 基 準 限 度 額 請 求 金 額 

備 考 

 

 単 価 

  (A) 

 枚 数 

  (B) 

   金  額 

 (A)×(B)=(C) 
 単 価 

  (D) 

 枚 数 

  (E) 

   金  額 

 (D)×(E)=(F) 
 単 価 

  (G) 

 枚 数 

  (H) 

   金  額 

 (G)×(H)=(I) 

     円      枚            円      円 

40 

     枚            円      円      枚            円  

 
備考 

１ (E)欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

２ (G)欄には、(A)欄と(D)欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

３ (H)欄には、(B)欄と(E)欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。 

 



 

 
 
 
 

５ 代理人証明書 
（事業者→総務大臣） 

 
 
 
 
 
 
 
＜注意事項＞ 
 
・代理人が「４ 請求書」を提出する場合に、「５ 代理人証明書」に必要
事項を記入の上、提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は
提出を行ってください。 

 
・ただし、「４ 請求書」に契約業者等（法人にあっては、その代表者）本
人の署名その他の措置がある場合には必要ありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（届出先） 

 
          総務省自治行政局選挙部管理課 
 
          〒100-8926 東京都千代田区霞が関２丁目１番２号 
                （中央合同庁舎第２号館） 
 
          電話 ０３－５２５３－５５７３ 



参議院比例代表選挙における 

公費負担経費請求書代理人証明書 

 

                    住  所   

                   氏  名   

                    生年月日            年   月   日 

 

                      

 

 上記の者は、      の令和  年  月  日執行の参議院比例代表

選出議員の選挙における公費負担経費の請求について、私に代わって事務を行

うものであることを証明します。 

 

 

                      令和  年  月  日 

 

 

              住所 

          氏名又は名称    

 （法人にあっては）代表者氏名 

 

備考 代表者氏名欄には、代表者の署名又は記名押印をすること。 

 



 

 
 
 
 
６ 各種公営関係提出書類確認表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



各種公営関係提出書類確認表 

 

 

名簿届出政党等の名称                  

 

参議院名簿登載者氏名          連絡先電話番号             
 

 書類名  書類の有無 

 公営関係契約届出書  

  １ 選挙運動用自動車の使用の契約届出書  

 ２ 通常葉書作成契約届出書  

 ３ ビラ作成契約届出書  

 ４ 選挙事務所用立札・看板作成契約届出書  

 ５ 自動車等取付用立札・看板作成契約届出書  

 ６ ポスター作成契約届出書  

 公営関係確認申請書  

  １ 自動車燃料代確認申請書  

 ２ 通常葉書作成枚数確認申請書  

 ３ ビラ作成枚数確認申請書  

 ４ 選挙事務所用立札・看板作成数確認申請書  

 ５ 自動車等取付用立札・看板作成数確認申請書  

 ６ ポスター作成枚数確認申請書   

 

 ※「書類の有無」欄には「○」又は「×」をご記入下さい。 

 

 


